
第１学年で必要な経費について 

（金額は令和８年度生のものです。９年度生は変更になることがあります。） 

 

１ 入学料・授業料 

（１） 入学料  5,650 円 世帯の収入状況により、減額や免除の制度があります。 

（２） 授業料 118,800 円 世帯の状況により、※就学支援金等の制度で実質無料化されます。 

※高等学校等就学支援金制度について （詳しくは、文部科学省のホームページをご覧ください） 

   国が東京都に授業料を支払うことで、保護者の負担が実質無償化となる制度です。 

   R8 制度改正により、日本国籍の方と、要件を満たす外国籍の方の所得要件が撤廃されました。 

また、要件に満たない外国籍の方も、年収約 910 万円未満の世帯を対象に、新修学支援金の適

用を受けることで無償化となります。 （在留資格が”留学”の場合は制度の適用外です） 

 

２ 学校徴収金（徴収の時期は通常、前期分５月末、後期分９月末の計２回徴収します。） 

 学校徴収金とは、生徒の学校活動等に充てる諸経費です。受益者負担のため減免制度はありません。 

 積立金は、修学旅行の積立や模擬試験、教材等の購入、遠足等の行事などの経費になります。 

 世帯の収入状況により、給付型奨学金の補助を受けられる場合があります。 

（１）積立金  119,000 円 入学時前納金 49,000 円を含む（3 月 19 日までに払込済み） 

（２）生徒会費  4,000 円 入学時前納金（3 月 19 日までに払込済み） 

（３）ＰＴＡ会費 4,000 円 入学時前納金（3 月 19 日までに払込済み） 

    合  計  127,000 円    

 

３ 学校指定品 

           男子     女子 

（１） 制服等  68,530 円    66,000 円 

（２） 体育用品 25,270 円    26,570 円 

（３） 上履き   2,300 円      2,300 円 

（４） 体育館履き 3,350 円       3,350 円  

（５） ポロシャツ 1,600 円     1,600 円 (任意) 

合  計 101,050 円    99,820 円  

 

４ 教科書・副教材 

（１） 教科書    29,371 円(芸術選択で音楽を選択の場合) 

（２） 副教材            （その他検定等の教材のお金が別にあります。） 

（３） スマスク端末 30,000 円（給付型奨学金の補助があります。（非課税 or 多子世帯）） 

合計     59,371 円 

 

５ １年次諸費用合計（上記１～４の合計） 

  男子 412,071 円  女子 410,841 円   

  （※令和 8 年度入学生の金額です。就学支援金等が認定された場合は、授業料分が差し引かれま

す。また、特進クラスに該当の生徒は別途、金額に加算の金額があります。） 

 

６ その他 

  この他に、各自通学用鞄、通学用靴、グランド用靴等ご用意いただきます。 

  また、部活動に参加する場合は、個人の用具類、部費や合宿費等が必要となります。 


